
　毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日
） 

         

　
　
　
　
　
　
　目

　
　次

　
　

 
 

　告

　示 

○
救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令
に
よ
り
救
急
病
院
を
認
定
し
た
件
三
件                     

一
六
八 

○
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ 

　た
件                                                                     

一
六
八 

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
の
届
出
に
つ
い
て
意
見
が
あ
っ
た
件
二
件                     

一
六
九 

○
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
よ
り
県
が
意
見
を
述
べ
た
件                             

一
六
九 

○
計
量
器
の
定
期
検
査
を
実
施
す
る
件                                             

一
七
〇 

○
土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
認
可
し
た
件                                       

一
七
〇 

○
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
を
す
る
森
林
所 

　有
者
等
の
所
在
が
不
分
明
で
あ
る
た
め
当
該
通
知
の
内
容
を
掲
示
し
た
件                 

一
七
一 

○
廃
川
敷
地
等
が
生
じ
た
件                                                     

一
七
一 

　公

　告 

○
県
営
土
地
改
良
事
業
の
工
事
が
完
了
し
た
件                                       

一
七
一 

○
都
市
計
画
の
変
更
に
係
る
関
係
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
件
二
件                   

一
七
一 

○
落
札
者
を
決
定
し
た
件                                                       

一
七
二 

 

　
　
　
　
　
　
　
　

 

告

　
　示 

　
　
　
　
　
　
　
　

 
 

福
島
県
告
示
第
二
百
七
十
五
号 

　救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
三
十
九
年
厚
生
省
令
第
八
号
）
第
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
病
院
を
令
和
七
年
四
月
一
日
救
急
病
院
と
し
て
認
定
し
た
。 

令
和
七
年
四
月
四
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

名
称

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　所
在
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　認
定
有
効
期
限 

医
療
法
人
社
団
恵
周
会
白
河
病
院

　
　白
河
市
六
反
山
一
〇
番
地
一

　
　令
和
一
〇
年
三
月
三
一
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
地
域
医
療
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
二
百
七
十
六
号 

　救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
三
十
九
年
厚
生
省
令
第
八
号
）
第
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
病
院
を
令
和
七
年
四
月
一
日
救
急
病
院
と
し
て
認
定
し
た
。 

令
和
七
年
四
月
四
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

名
称

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　所
在
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　認
定
有
効
期
限 

医
療
法
人
社
団
青
空
会
大
町
病
院

　
　南
相
馬
市
原
町
区
大
町
三
丁
目

　令
和
一
〇
年
三
月
三
一
日 

九
七 

（
地
域
医
療
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
二
百
七
十
七
号 

　救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
三
十
九
年
厚
生
省
令
第
八
号
）
第
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
病
院
を
令
和
七
年
四
月
一
日
救
急
病
院
と
し
て
認
定
し
た
。 

令
和
七
年
四
月
四
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

名
称

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　所
在
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　認
定
有
効
期
限 

公
益
財
団
法
人
と
き
わ
会
常
磐
病
院

　い
わ
き
市
常
磐
上
湯
長
谷
町
上

　令
和
一
〇
年
三
月
三
一
日 

ノ
台
五
七 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
地
域
医
療
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
二
百
七
十
八
号 

　大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
大
規

模
小
売
店
舗
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
。
な
お
、
当
該
届
出
を
令
和
七
年
四
月
四

日
か
ら
同
年
八
月
四
日
ま
で
福
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
、
福
島
県
県
北

地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課
及
び
福
島
市
総
務
部
総
務
課
市
民
情
報
室
に
備

え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

　
　令
和
七
年
四
月
四
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

一

　大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

ザ
・
ビ
ッ
グ
福
島
大
森
店

　福
島
県
福
島
市
大
森
字
城
ノ
内
二
十
七
番
地
ほ
か 

二

　変
更
し
た
事
項 

１

　大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表

者
の
氏
名 

（
変
更
前
）
イ
オ
ン
ビ
ッ
グ
株
式
会
社 

代
表
取
締
役
社
長

　小
林

　健
太
郎 

（
変
更
後
）
イ
オ
ン
ビ
ッ
グ
株
式
会
社 

代
表
取
締
役
社
長

　三
浦

　弘 

２

　大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
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て
は
代
表
者
の
氏
名 

（
変
更
前
）
イ
オ
ン
ビ
ッ
グ
株
式
会
社 

代
表
取
締
役
社
長

　小
林

　健
太
郎 

（
変
更
後
）
イ
オ
ン
ビ
ッ
グ
株
式
会
社 

代
表
取
締
役
社
長

　三
浦

　弘 

三

　変
更
し
た
年
月
日 

令
和
七
年
三
月
一
日 

四

　届
出
年
月
日 

令
和
七
年
三
月
二
十
七
日 

五

　届
出
を
し
た
者 

イ
オ
ン
ビ
ッ
グ
株
式
会
社 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
二
百
七
十
九
号 

　大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
八
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
第
五
条
第
一
項
の
新
設
の
届
出
に
係
り
聴
取
し
た
意
見
の
概
要
及
び
第
八
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
述
べ
ら
れ
た
意
見
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
な
お
、
当
該
意
見
を
令
和
七
年

四
月
四
日
か
ら
同
年
五
月
四
日
ま
で
福
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
、
福
島

県
県
北
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課
及
び
福
島
市
総
務
部
総
務
課
市
民
情
報

室
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

　
　令
和
七
年
四
月
四
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

一

　意
見
の
対
象
と
な
っ
た
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

ロ
シ
ナ
ン
テ
鎌
田
店
・
バ
ー
ス
デ
イ
鎌
田
店

　福
島
県
福
島
市
鎌
田
字
一
里
塚
十
三
番
六
ほ
か 

二

　法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
福
島
市
か
ら
聴
取
し
た
意
見
の
概
要 

　１

　廃
棄
物
に
係
る
事
項 

事
業
活
動
に
伴
っ
て
発
生
す
る
廃
棄
物
の
発
生
抑
制
に
努
め
、
再
資
源
化
で
き
る
も
の
に
つ
い

て
は
、
再
資
源
化
ル
ー
ト
を
利
用
し
、
極
力
再
生
利
用
を
図
る
こ
と
。 

廃
棄
物
の
処
理
に
あ
た
っ
て
は
、
適
正
に
処
理
す
る
こ
と
。 

　２

　周
辺
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
に
係
る
事
項 

騒
音
規
制
法
に
係
る
特
定
施
設
、
福
島
県
生
活
環
境
の
保
全
等
に
関
す
る
条
例
に
係
る
騒
音
指

定
施
設
を
設
置
す
る
場
合
は
、
防
音
対
策
や
配
置
等
を
検
討
し
、
敷
地
境
界
で
の
騒
音
値
に
関
し

て
規
制
基
準
を
遵
守
す
る
こ
と
。 

三

　法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
述
べ
ら
れ
た
意
見
の
概
要 

意
見
書
の
提
出
な
し 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
二
百
八
十
号 

　大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
八
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
第
五
条
第
一
項
の
新
設
の
届
出
に
係
り
聴
取
し
た
意
見
の
概
要
及
び
第
八
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
述
べ
ら
れ
た
意
見
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
な
お
、
当
該
意
見
を
令
和
七
年

四
月
四
日
か
ら
同
年
五
月
四
日
ま
で
福
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
、
福
島

県
い
わ
き
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課
及
び
い
わ
き
市
産
業
振
興
部
産
業
チ
ャ

レ
ン
ジ
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

　
　令
和
七
年
四
月
四
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

一

　意
見
の
対
象
と
な
っ
た
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

（
仮
称
）
エ
イ
ト
プ
ロ
い
わ
き
店

　福
島
県
い
わ
き
市
平
塩
字
古
川
五
十
二
番
ほ
か 

二

　法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
い
わ
き
市
か
ら
聴
取
し
た
意
見
の
概
要 

　１

　交
通
に
係
る
事
項 

店
舗
沿
い
の
国
道
三
百
九
十
九
号
線
に
つ
い
て
、
平
第
六
小
学
校
の
通
学
路
及
び
平
第
二
中
学

校
の
通
学
区
域
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
工
事
期
間
中
も
含
め
、
児
童
・
生
徒
の
通
行
の
安
全

確
保
に
十
分
に
意
を
用
い
る
こ
と
。 

　２

　廃
棄
物
に
係
る
事
項 

㈠

　事
業
活
動
に
伴
い
発
生
し
た
廃
棄
物
は
、
分
別
・
リ
サ
イ
ク
ル
に
努
め
る
と
と
も
に
、
委
託

処
理
を
す
る
際
に
は
、
適
切
な
廃
棄
物
収
集
運
搬
業
及
び
廃
棄
物
処
分
業
の
許
可
を
持
っ
た
者

を
選
定
す
る
こ
と
。
な
お
、
産
業
廃
棄
物
の
処
理
を
委
託
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
マ
ニ
フ
ェ
ス

ト
の
交
付
及
び
交
付
し
た
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
の
写
し
の
保
存
を
適
正
に
行
う
こ
と
。 

㈡

　廃
棄
物
の
保
管
に
つ
い
て
、
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
で
規
定
す
る
保
管
基

準
を
遵
守
す
る
こ
と
。 

㈢

　従
業
員
や
顧
客
の
飲
食
や
嗜
好
に
よ
り
排
出
さ
れ
た
缶
類
、
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
、
ビ
ン
類
及
び

容
器
包
装
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
は
、
産
業
廃
棄
物
と
し
て
取
扱
う
こ
と
。 

　３

　そ
の
他 

㈠

　増
改
築
に
あ
た
り
、
騒
音
規
制
法
に
規
定
す
る
特
定
建
設
作
業
ま
た
は
福
島
県
生
活
環
境
の

保
全
等
に
関
す
る
条
例
に
規
定
す
る
騒
音
指
定
建
設
作
業
が
生
じ
る
場
合
は
、
作
業
開
始
の
七

日
前
ま
で
に
所
要
の
届
出
を
行
う
こ
と
。 

㈡

　建
築
工
事
期
間
中
又
は
営
業
開
始
後
、
苦
情
等
が
申
し
立
て
ら
れ
た
場
合
に
は
、
関
係
機
関

に
指
導
等
を
仰
ぎ
、
対
応
す
る
こ
と
。 

三

　法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
述
べ
ら
れ
た
意
見
の
概
要 

意
見
書
の
提
出
な
し 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
二
百
八
十
一
号 

　大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
八
条
第
四

項
の
規
定
に
よ
り
述
べ
ら
れ
た
意
見
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
な
お
、
当
該
意
見
を
令
和
七

年
四
月
四
日
か
ら
同
年
五
月
四
日
ま
で
福
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
、
福

島
県
会
津
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課
及
び
会
津
坂
下
町
産
業
課
に
備
え
置

い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

　
　令
和
七
年
四
月
四
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 
一

　意
見
の
対
象
と
な
っ
た
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

コ
メ
リ
ホ
ー
ム
セ
ン
タ
ー
会
津
坂
下
店

　福
島
県
河
沼
郡
会
津
坂
下
町
大
字
金
上
字
的
場
三
百
三

十
六
番
地
ほ
か 

二

　法
第
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
述
べ
ら
れ
た
県
の
意
見
の
概
要 

意
見
な
し
。 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
二
百
八
十
二
号 

　計
量
法
（
平
成
四
年
法
律
第
五
十
一
号
）
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
計
量
器
の
定
期

検
査
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。 

　
　令
和
七
年
四
月
四
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

一

　計
量
法
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
知
事
が
指
定
し
た
場
所
で
実
施
す
る
検
査 

 

検
査
区
域

対
象
と
な
る
特
定
計
量
器

検
査
の
期
日
及
び
時
間

検

　査

　場

　所

伊
達
郡
桑
折
町 

非
自
動
は
か
り
（
計
量
法 

五
月
七
日

　
　
　
　
　
　

 

桑
折
町
役
場

　
　

 

施
行
令
（
平
成
五
年
政
令 

　午
前
一
〇
時
か
ら

　
　

 
 

第
三
二
九
号
）
第
五
条
第 

　午
前
一
二
時
ま
で

　
　

一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ 

同

　郡
国
見
町 

る
も
の
を
除
く
。
以
下
同 

同

　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

国
見
町
観
月
台
文

 

じ
。
）
、
分
銅
及
び
お
も

　午
後
二
時
か
ら

　
　
　

 
化
セ
ン
タ
ー

　
　

 

り

　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

　午
後
四
時
ま
で

　
　
　

同

　郡
川
俣
町 

五
月
八
日

　
　
　
　
　
　

 

川
俣
町
中
央
公
民

　午
前
一
〇
時
か
ら

　
　

 

館

　
　
　
　
　
　

 

　午
前
一
二
時
ま
で

　
　

伊
達
市

　
　
　

 

五
月
一
三
日

　
　
　
　
　

 

ふ
る
さ
と
ふ
れ
あ

 

　午
前
一
〇
時
か
ら

　
　

 

い
ホ
ー
ル

　
　
　

 

　午
前
一
一
時
ま
で

　
　

同

　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

伊
達
市
役
所
霊
山

　午
後
一
時
三
〇
分
か
ら 

総
合
支
所

　
　
　

 

　午
後
三
時
三
〇
分
ま
で

五
月
一
四
日

　
　
　
　
　

 

保
原
体
育
館

　
　

 

　午
前
一
〇
時
か
ら

　
　

 
 

　午
前
一
二
時
ま
で

　
　

 

　午
後
一
時
か
ら

　
　
　

 

　午
後
三
時
三
〇
分
ま
で

五
月
一
五
日

　
　
　
　
　

 

梁
川
中
央
交
流
館 

　午
前
一
〇
時
か
ら

　
　

 

　午
前
一
二
時
ま
で

　
　

 

　午
後
一
時
か
ら

　
　
　

 

　午
後
三
時
ま
で

　
　
　

五
月
一
六
日

　
　
　
　
　

 

伊
達
ふ
れ
あ
い
セ

　午
前
一
〇
時
か
ら

　
　

 

ン
タ
ー

　
　
　
　

 

　午
前
一
二
時
ま
で

　
　

右
に
掲
げ
る
市

右
の
特
定
計
量
器
で
、
右 

五
月
一
九
日
か
ら
六
月
二 

福
島
県
計
量
検
定

町

　
　
　
　
　

 

の
検
査
を
受
け
な
か
っ
た 

〇
日
ま
で
（
土
曜
日
及
び 

所

　
　
　
　
　
　

 
 

も
の

　
　
　
　
　
　
　
　

 

日
曜
日
を
除
く
。
）

　
　

 
 

 

　午
前
九
時
か
ら

　
　
　

 

　午
前
一
一
時
三
〇
分
ま

　で

　
　
　
　
　
　
　
　

 

　午
後
一
時
か
ら

　
　
　

 

　午
後
三
時
ま
で

　
　
　

二

　特
定
計
量
器
検
定
検
査
規
則
（
平
成
五
年
通
商
産
業
省
令
第
七
十
号
）
第
三
十
九
条
第
一
項
に
規

　定
す
る
検
査
場
所
で
実
施
す
る
検
査 

検

　査

　区

　域

対
象
と
な
る
特
定
計
量
器

検

　査

　の

　期

　日

伊
達
市
、
伊
達
郡
桑
折 

非
自
動
は
か
り
、
分
銅
及
び
お
も
り 

一
〇
月
一
日
か
ら
一
二
月
一

町
、
同
郡
国
見
町
及
び 

九
日
ま
で
（
土
曜
日
、
日
曜

同
郡
川
俣
町

　
　
　
　

日
及
び
祝
日
を
除
く
。
）

　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
計
量
検
定
所
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
二
百
八
十
三
号 

　土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
駒
形
土

地
改
良
区
か
ら
令
和
七
年
三
月
十
一
日
付
け
で
申
請
の
あ
っ
た
定
款
の
変
更
に
つ
い
て
、
同
月
二
十
五

日
認
可
し
た
。 
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　令
和
七
年
四
月
四
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
農
村
計
画
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
二
百
八
十
四
号 

　森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

三
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知

を
す
る
相
手
方
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
所
在
が
不
分
明
で
あ
る
た
め
、
同
法
第
百

八
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
当
該
通
知
の
内
容
を
郡
山
市
役
所
の
掲
示
場
に
掲
示
し
た
。
当
該
通
知
の
内

容
の
要
旨
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。 

　
　令
和
七
年
四
月
四
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

一

　所
在
の
不
分
明
な
者
の
氏
名 

細
谷
林
藏

　阿
部
三
吾

　安
藤
ク
ニ

　伊
藤
金
助

　伊
藤
仲
之
助

　伊
藤
半
五
郎

　伊
藤
文
七

　

伊
藤
豊
吉

　伊
藤
浪
五
郎

　遠
藤
常
吉

　吉
田
庄
太
郎

　吉
田
米
松

　橋
本
タ
カ

　橋
本
竹
次
郎

　

熊
田
民
作

　古
川
半
三
郎

　戸
城
安
敬

　高
橋
松
蔵

　高
橋
清
松

　佐
久
間
佐
平
治

　山
口
善
太

　

山
口
榮
吉

　山
崎
ナ
ツ

　七
海
久
治

　七
海
作
次
郎

　七
海
作
太
郎

　宗
形
喜
平

　宗
形
常
吉

　宗

形
徳
次
郎

　宗
形
文
六

　小
林
勝
治

　松
山
傳
吉

　人
見
新
三
郎

　人
見
新
之
助

　菅
野
亀
治

　菅

野
儀
助

　菅
野
熊
之
助

　菅
野
忠
兵
衛

　星
平
助

　石
井
石
松

　石
井
丹
治

　増
戸
治
左
衛
門

　大

橋
仙
治

　大
橋
倉
蔵

　大
橋
彦
弥

　大
橋
弥
作

　大
橋
弥
次
右
衛
門

　大
原
新
松

　大
原
勇
蔵

　中

村
喜
右
衛
門

　中
村
喜
代
松

　中
村
亀
治

　中
村
徳
右
衛
門

　中
村
友
治

　渡
邊
三
次
郎

　渡
邊
松

之
助

　柏
櫓
太
惣
治

　片
吉
半
左
衛
門

　片
吉
半
助

　本
田
キ
ク

　本
田
重
三
郎

　鈴
木
久
三
郎

　

鈴
木
源
四
郎

　鈴
木
春
三
郎

　鈴
木
新
之
丞

　鈴
木
斧
吉

　鈴
木
又
四
郎

　鈴
木
浪
吉

　齋
藤
助
作

　齋
藤
大
助

　鈴
木
観
照

　大
越
喜
一
郎

　鈴
木
観
照

　本
郷
部
落
惣
代
人
斉
藤
貞
江

　本
郷
部
落

代
人
斉
藤
貞
江 

二

　通
知
の
内
容
の
要
旨 

　１

　保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
こ
と
。 

２

　当
該
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所
及
び
変
更
後
の
指
定
施
業
要
件
に
つ
い
て
は
、
保
安
林

の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
件
（
令
和
七
年
福
島
県
告
示
第
百
二
十
四
号
）
に
よ

る
こ
と
。 

　３

　当
該
告
示
の
内
容
に
つ
い
て
異
議
が
あ
る
と
き
は
、
森
林
法
第
三
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
当
該
告
示
の
日
か
ら
三
十
日
以
内
に
意
見
書
を
福
島
県
知
事
に
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ

と
。 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
森
林
保
全
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
二
百
八
十
五
号 

　河
川
区
域
の
廃
止
に
よ
り
廃
川
敷
地
等
が
生
じ
た
の
で
、
河
川
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
年
政
令
第
十

四
号
）
第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

　そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
河
川
計
画
課
及
び
福
島
県
喜
多
方
建
設
事
務
所
に
備
え
置
い
て

縦
覧
に
供
す
る
。 

　
　令
和
七
年
四
月
四
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

一

　河
川
の
名
称

　一
級
河
川
阿
賀
野
川
水
系
奥
川 

二

　廃
川
敷
地
等
が
生
じ
た
年
月
日

　令
和
七
年
四
月
四
日 

三

　廃
川
敷
地
等
の
位
置

　上
流
端

　耶
麻
郡
西
会
津
町
大
字
元
島
字
特
ヶ
沢
一
四
五
〇
番
五
か
ら 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　下
流
端

　耶
麻
郡
西
会
津
町
大
字
元
島
字
特
ヶ
沢
一
四
五
〇
番
五
ま
で 

四

　廃
川
敷
地
等
の
種
類
及
び
数
量

　土
地

　六
、
六
九
九
・
二
五
平
方
メ
ー
ト
ル 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
河
川
計
画
課
） 

 

　
　
　
　
　
　
　
　

 

公

　
　告 

　
　
　
　
　
　
　
　

 
 

公
告
第
六
十
八
号 

　土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
百
十
三
条
の
三
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、

小
島
地
区
に
係
る
県
営
農
村
地
域
復
興
再
生
基
盤
総
合
整
備
事
業
（
農
地
整
備
事
業
（
通
作
条
件
整
備

型
）
）
の
工
事
は
令
和
五
年
三
月
二
十
七
日
完
了
し
た
の
で
公
告
す
る
。 

　
　令
和
七
年
四
月
四
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
農
村
計
画
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

公
告
第
六
十
九
号 

　都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
で
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
、
郡
山
市
か
ら
県
中
都
市
計
画
地
区
計
画
（
大
槻
町
中
ノ
平
地
区
計
画
）
の
変
更

に
係
る
関
係
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

　
　令
和
七
年
四
月
四
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

一

　縦
覧
に
供
す
る
図
書 

総
括
図
、
計
画
図
及
び
計
画
書
の
写
し 

二

　縦
覧
場
所 

福
島
県
土
木
部
都
市
総
室
都
市
計
画
課
及
び
福
島
県
県
中
建
設
事
務
所
企
画
管
理
部
企
画
調
査
課 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
都
市
計
画
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

公
告
第
七
十
号 

　都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
で
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
、
郡
山
市
か
ら
県
中
都
市
計
画
地
区
計
画
（
日
和
田
町
五
庵
地
区
計
画
）
の
変
更

に
係
る
関
係
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

　
　令
和
七
年
四
月
四
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　福
島
県
知
事
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　雅

　雄 
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覧
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総
括
図
、
計
画
図
及
び
計
画
書
の
写
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二

　縦
覧
場
所 

福
島
県
土
木
部
都
市
総
室
都
市
計
画
課
及
び
福
島
県
県
中
建
設
事
務
所
企
画
管
理
部
企
画
調
査
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　（
都
市
計
画
課
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公 告 第 ７ １ 号  
  Ｗ Ｔ Ｏ に 基 づ く 政 府 調 達 に 関 す る 協 定 の 適 用 を 受 け る 物 品 等 の 購 入 に つ い て 、 次 の と
お り 落 札 者 を 決 定 し た の で 、 地 方 公 共 団 体 の 物 品 等 又 は 特 定 役 務 の 調 達 手 続 の 特 例 を 定
め る 政 令 （ 平 成 ７ 年 政 令 第 3 7 2 号 。 以 下 「 特 例 政 令 」 と い う 。 ） 第 1 2 条 及 び 福 島 県 財 務 規
則 （ 昭 和 39 年 福 島 県 規 則 第 17 号 ） 第 274 条 の 11 第 １ 項 の 規 定 に よ り 公 告 す る 。  
    令 和 ７ 年 ４ 月 ４ 日  
                                                  福 島 県 知 事   内   堀   雅   雄  
１   落 札 に 係 る 物 品 等 の 名 称 及 び 数 量  
    福 島 県 全 戸 配 布 広 報 誌   予 定 数 量   4 , 0 5 6 , 0 0 0 部  
２   契 約 に 関 す る 事 務 を 担 当 す る 課 の 名 称 及 び 所 在 地  
    福 島 県 出 納 局 入 札 用 度 課   福 島 県 福 島 市 杉 妻 町 ２ 番 16 号  
３   落 札 者 を 決 定 し た 日  
    令 和 ７ 年 ３ 月 24 日  
４   落 札 者 の 氏 名 及 び 住 所  

株 式 会 社 阿 部 紙 工   福 島 県 福 島 市 庄 野 字 柿 場 １ 番 地 の 11  
５   落 札 金 額  

１ 部 あ た り 1 1 . 7 0 円 （ 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 に 相 当 す る 額 を 除 く 。 ）  
６   契 約 の 相 手 方 を 決 定 し た 手 続  
    一 般 競 争 入 札  
７   特 例 政 令 第 ６ 条 の 公 告 を 行 っ た 日  
    令 和 ７ 年 ２ 月 ７ 日  
                                                                （ 入 札 用 度 課 ）  

再生紙を使用しています。 【定価　１箇月 3,560円】 発行者　福　　　　島　　　　県
印刷所　株式会社　第　一　印　刷
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